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子
育
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く
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新
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第
一
条　

〔
略
〕

第
一
条　

〔
略
〕

 
 

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

　

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。 

　

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
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一　
　

〔
略
〕 

　

一　
　

〔
略
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二　

子
ど
も　

十
八
歳
未
満
の
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

二　

子
ど
も　

十
八
歳
未
満
の
者
（
婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

を
い
い
ま
す
。 

　
　

と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
ま
す
。
）
を
い
い
ま
す
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三　
　

〔
略
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三　
　

〔
略
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第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で　

〔
略
〕 

第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で　

〔
略
〕 

 
 　

　
　

附　

則 

　
　
　
　
　
　

 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　


